
事前協議・現地調査時確認書類等一覧(チェックリスト) 
 

申請(開設)者名：             事業所名：               

 

事前協議 

チェック

欄 
№ 確認書類等 チェック項目 

□ 1 法人登記簿謄本 

(最新版) 

□申請事業を実施する旨の記載があるか  

(例)介護保険法に基づく訪問介護事業 

□社会福祉法人、医療法人、ＮＰＯ法人等で、事業目的未登

記の場合は、定款変更認可書等が添付されているか 

□ 2 法人の定款 

(最新版) 

※NO.1で確認できない場合 

□申請事業を実施する旨の記載があるか 

□変更手続中の場合は、議事録の写しを添付されているか 

□ 3 

 

事業所開設までの

スケジュール 

□事前協議→指定申請→開設までの時期が示されているも

の(工程表等) 

□ 4 介護保険法以外の

法令上必要となる

手続き 

□事業所開設にあたり法令上必要となる手続きについて、

手続きを行っているか 

※申請予定事業所に係る他法協議進捗状況を個別に確認します 

□ 5 平面図 

 

【訪問介護・訪問入浴・訪問看護・福祉用具貸与/販売】 

□当該事業に使用する箇所(事務室、相談室、手指洗浄設備

としての洗面所等)及び備品の配置が分かるように作成され

ているか 

□申請事業専用区画を有しているか 

□事業所内部の備品配置等、レイアウトが示されているか 

□複合施設(住居兼用を含む)の場合は、申請事業所専用部分

を表示した施設全体の平面図を提出すること 

□他事業との区画が明確であるか 

□相談室がプライバシー保護に配慮された構造になってい

るか 

□建物全体の図面が添付されているか 

  

【通所介護】 

□当該事業で使用する箇所(食堂、機能訓練室、静養室、相

談室、事務室等)及び備品の配置、各部屋の面積がわかるよ

うに作成しているか 

□寸法は内寸で記入され、食堂及び機能訓練室については、

面積算出根拠が分かるよう、計算式(小数点第３位切り捨て

て合算)を記入した求積図が添付されているか 

□相談室がプライバシー保護に配慮した構造になっている

か 

□静養室、相談室が２階にないか(エレベーター等で対応し

ていれば可) 

□複合施設の場合は、建物全体の図面が添付されているか 

 

【通所リハビリテーション】 

□建物を含めた敷地全体図が添付されているか 

□当該事業に使用する箇所、内法寸法、面積及び用途がわ

かるように作成しているか 

□通所リハビリテーションを行うためのスペースは、１人当

たり３平方メートル以上を有しているか(内法有効面積) 



【短期入所生活介護・短期入所療養介護】 

□建物を含めた敷地全体図が添付されているか 

□併設型事業所については、本体施設も含んだ施設全体の図

面を添付されているか 

□併設型事業所については、ショート専用室(床)を表示して

いるか 

□設置しなければならない設備が設置されているか 

(○居室 ○食堂 ○機能訓練室 ○浴室 ○便所 ○洗面

所 ○医務室 ○静養室 ○面接室 ○介護職員室 ○看

護職員室 ○調理室 ○洗濯室(洗濯場) ○汚物処理室 

○介護材料室)(※ユニット型事業所においては、食堂、機能

訓練室を共同生活室に読み替え) 

□各部屋の面積、廊下幅が記載されているか 

 

 

現地確認 

チェック

欄 
№ 確認書類等 チェック項目 

□ 6 建築検査済証等 □建築確認済証、建築検査済証等が保管されているか 
・確認済証（建築基準法第６条関係） 

・検査済証（建築基準法第７条関係） 

・検査済証（建築基準法第 12条関係）（エレベーター設置建物のみ） 

（再発行できない場合、県土整備事務所が発行する台帳記載事項証明書で代用可） 

・福祉のまちづくり条例の検査結果通知書 

・防火対象物使用開始届 

・消防用設備等検査済証 

□ 7 雇用契約書、雇用

通知書又は雇用予

定証明証 

□雇用契約書の写し又は雇用通知書の写しが保管されてい

るか 

□雇用契約書、雇用通知書を未だ作成していない場合は、雇

用予定証明書を添付すること 

【雇用予定証明書について】 

□「従事すべき業務の範囲」には、全ての業務を記入してい

るか 

□従業(予定)者の住所・氏名は自筆署名か 

□管理者及び配置を要する全職員の分がそろっているか 

□ 8 損害賠償発生時に

対応しうることを

証明する書類 

□損害賠償保険証書の写し(手続中の場合は、申込書及び領

収書の写し)が保管されているか 

□ 9 建物に関する証明

書類 

□自己所有の事業所の場合、建物の登記簿の写しが保管され

ているか 

□事業所を借りる場合、賃貸借契約書の写しが保管されてい

るか 

□ 10 訪問入浴車 □訪問入浴車があるか 

□車検証の写し・任意保険証の写しが保管されているか 

□ 11 訪問入浴車駐車場

(賃貸契約書) 

□訪問入浴車を事業所以外の場所に保管する場合に当該書

類が保管されているか                              

□ 12 送迎車両 □車検証の写し・任意保険証の写し・送迎記録簿が保管され

ているか 

 


